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現在、認可保育所等に在籍していて、令和７年度も継続を希望する場合、期日までにお手続きが必要です。 

提出期間内に書類の提出がない場合は、継続の意思がないものとして、保育所等を退所していただくことになりますので、忘れず

にお願いいたします。 

※現在幼稚園・認証保育所等にお通いで新２号認定・新 3 号認定を受けている場合は別のお手続きが必要です。 

※令和 6 年度末に退所が決定している方は継続申請ではなく「退所届」をご提出ください。 

 

【受付期間・受付方法】 詳しくは P6～P7 をご覧ください。  

 受 付 期 間  受 付 方 法  

①きょうだい等 が令 和 ７年 度 4 月 入

所 新 規 申 請 する場 合  

10 月 21 日 （月 ）～11 月 ６日 （水 ）  
※窓 口 受 付 は 10 月 30 日 （ 水 ）～ 11 月 ６ 日 （ 水 ）  

・子 ども・若 者 政 策 課 窓 口  

・郵 送  

・電 子 申 請  

②保 育 料 の滞 納 のある方   

※市 役 所 に来 庁 必 須  

10 月 21 日 （月 ）～10 月 29 日 （火 ）  

または  

11 月  7 日 （木 ）～11 月 29 日 （金 ）  

・子 ども・若 者 政 策 課 窓 口 のみ  

③ 4 月 転 所 （ 転 園 ） 希 望 の 方

  

10 月 21 日 （月 ）～11 月 29 日 （金 ）  ・子 ども・若 者 政 策 課 窓 口  

・郵 送  

・電 子 申 請  

④ 市 内 ・ 市 外 認 可 保 育 所 等 に 在

籍 している方  

10 月 21 日 （月 ）～11 月 29 日 （金 ）  

 

市 内 在 籍 施 設 での受 付 は  

11 月 ５日 （火 ）～11 月 12 日 （火 ）  

・子 ども・若 者 政 策 課 窓 口  

・郵 送  

・在 籍 施 設 での受 付 （市 内 のみ）  

⑤令 和 ６年 度 末 で保 育 所 等 を退

所 される方 （既 に退 所 を決 めている

方 ）  

10 月 21 日 （月 ）～11 月 29 日 （金 ）  

※継 続 の書 類 ではなく退 所 届 をご提 出 ください。  

（在 籍 施 設 にも別 途 お伝 えください。）  

・子 ども・若 者 政 策 課 窓 口  

・郵 送  

・電 子 申 請  

 

【提出書類（必須）】※別途書類が必要な場合もあります。詳しくは P4～P5 をご覧ください。 

① 令和７年度教育・保育給付認定現況届及び入所継続申込書 (両面)  

② 保護者（父母）それぞれの「保育の必要性」を確認できる書類※法人格のない個人事業主の方は追加提出書類があります。 

③ 【該当者のみ】給付認定変更届※住所・世帯構成・就労状況等に変更があって、まだ子ども・若者政策課幼児教育・保育担当へ変更届を提出していない方 

※継続の書類は世帯で１部の提出で構いません。 

※窓口は大変混み合うため、郵送・電子申請等、他の提出方法を指定されている場合は、窓口受付以外の提出のご協力をお願いします。 

 

 

問い合わせ・提出先 

多摩市子ども青少年部子ども・若者政策課 幼児教育・保育担当 

 〒２０６－８６６６ 多摩市関戸６－１２－１ 電話０４２－３３８－６８５０（直通） 

令和６年 10月９日発行 

令和７年度多摩市 

©多摩市 

電子版はこちら 
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目次 

申請様式(添付物) 

・令和７年度教育・保育給付認定現況届及び入所継続申込書 (両面) 

・就労証明書（２枚） 

・診断書 

・給付認定変更届（変更内容がある方のみ提出） 

※申請様式のエクセル版もございます。多摩市公式ホームページを確認してください。 

 

 

１．令和７年度の継続申請について 

保育所等の現況届及び入所継続手続きとは、法令に基づき、年度ごとに保育の必要性の事由の有無、入

所継続の意思の有無を確認するもので、毎年手続きが必要です。 

指定した期日までに書類の提出がない場合は、入所継続の意思がない・保育の必要性が確認できないも

のとして、保育所等を退所していただくことになりますので、提出期間内に忘れずに提出をお願いします。 

 

保育の必要性が確認できた方については、継続して在籍ができます。継続できることに対する通知は行いま

せん。保育の必要性が確認できない方やその他不明点がある場合、書類提出の催促・通知を行います。 
 

※子ども・子育て支援法に基づく「子どものための教育・保育給付認定（2・3 号）」又は「子育てのための施設等利用給付認定（2・3 号）」を認定された方は、年

に一度、認定事由に該当していることを確認するための「現況届」及び「保育の必要性を証明する書類」の提出が定められております。 

 

入所後、保育の必要性がなくなった場合は、その月の末日をもって退所となります。 

また、特段の事由がなく2ヶ月間通園しなかった場合も退所となります。 

 

１ 令和７年度の継続申請について P.2 

２ 令和７年度のお知らせ P.3 

３ 提出書類について P.4 

４ 受付方法 P.6 

５ 継続申込み後のお手続きについて P.8 

６ 保育料について P.13 

７ よくある質問 P.15 

 （参考）入所継続申請 提出書類チェック表  
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２．令和7年度のお知らせ 

（１）就労証明書の標準様式(簡易版)への変更について 
令和７年度４月入所申込みから、就労証明書が国の標準様式(簡易版)に変更になります。詳しくは申

請書一式の就労証明書を確認してください。 

※これに伴い多摩市が独自に設けていた、追加的記載項目欄も廃止となります。 

 

（２）待機児童証明書、保育料納入通知書の電子申請について 

令和６年度１０月分より、待機児童証明書・保育料納入通知書の電子申請を多摩市公式ホームペー

ジにて開始いたします。※発行には、申請をいただいてから待機時（入所希望日）以降２週間程度かかります。 

令和６年度 9 月まで  令和６年度 10 月から 

｟提出方法｠ 

窓口または郵便で多摩市子ども・若者

政策課まで申請 

｟提出方法｠ 

窓口、郵便または電子申請で多摩市子

ども・若者政策課まで申請 

 

（３）保育料決定に伴う定額減税の影響について 
  令和 7 年 4 月から８月分の保育料算定において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、

令和 6 年 6 月以降に所得税・住民税（所得割）において定額減税が実施され、定額減税反映後の住

民税（所得割）を用いて算定することになりました。 

 
（４）令和７年度以降の保育料決定通知の発送について 

従来、年２回（４月・９月）の決定時に利用者負担額決定通知書をお送りしていましたが、新制度幼

稚園や認可保育所等にお通いの児童（３～５歳児クラス）につきましては、保育料は無償（給食費・通園

送迎費・行事費は保護者負担）となるため、今後は、「無償化となった最初の決定時のみ」送付します。 

ただし、年度途中に副食費相当額の免除対象等に変更があった場合は、お知らせを送付します。 

利用者負担額基準額における世帯の階層区分が知りたい等の場合の手続き方法については令和７年４

月以降に多摩市公式ホームページにてお知らせします。 

 

（５）令和７年度４月入所申請（新規申   

請１次受付）窓口受付提出場所の変更 

   例年子ども・若者政策課の窓口にて受付を行っていた保育所等

入所申請を令和 7 年度 4 月入所申請（１次受付）に限り、子ど

も・若者政策課前の受付スペースにて行います。 

※継続申請のみ提出の場合は通常通り子ども・若者政策課窓口でご提出ください。 

 

１２ｗ
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３.提出書類について 

保育の必要性を証明する書類※父母それぞれの証明をご提出ください。（ひとり親の場合は不存在を証明する書類） 

「保育の必要性」とは、保護者が仕事・病気等の理由により、「家庭で就学前子どもの保育が困難な状態」を指します。 

保育の必要性の事由 必要書類 入所ができる期間 

就労 

（就労内定） 

週１２時間以上の就労の

ため保育が必要 

 

【指定様式】就労証明書 

○内 定 者：認定月の中旬までに就労開始証明書

の提出が必要です。 

○個人事業主：原則事業所得が記載されている確定

申告書の写し(第一表および第二表)、用意できない

場合は下記 A、B からそれぞれ 1 つずつ 

A：開業届、営業許可証等事業実態がわかるもの 

B：事業による収支がわかるもの（直近 3 ヵ月までの

帳簿等） 

就労期間 

 

個人事業主で必要書類がない

場合、入所継続ができません。 

出産 出産のため保育が必要 

母子(親子)健康手帳の表紙と 

分娩予定日のわかるページのコピー 
５ヶ月以内 

出産予定月とその月の前後２か月

が給付認定の対象になります。求職

から出産への変更はできません。 

疾病 

入院、その後通院が必要

で保育困難と診断されたた

め保育が必要     

【多摩市様式】診断書 

病院所定の診断書では受付できません。 
入院、通院期間 

自宅療養で保育困難と診

断されたため保育が必要   

【多摩市様式】診断書 

病院所定の診断書では受付できません。 療養期間 

障がい 

身体障害者手帳４級以

上、愛の手帳、精神障害

者保健福祉手帳所有者の

ため保育が必要 

手帳等のコピー（両面） 

該当期間 

看護･介護 

週１２時間以上の入院や

通院等で付き添いを要する

ため保育が必要 

被看護・介護者の【多摩市様式】診断書または、要介護

認定書・身体障害者手帳等のコピー、平均的な一週間

の看護介護のスケジュール（被看護・介護者と別居の場

合）（任意様式） 

看護・介護に 

要する期間 

就学 

週１２時間以上の就学の

ため保育が必要 

・学生証（写）または在学証明書（在学期間や有効

期限の記載のあるもの）、就学期間とカリキュラムがわか

る書類（通信教育を含む就労を目的とした就学の場

合） 

就学期間 

不存在  

必要書類：マル親医療証、戸籍謄本（写）、ひとり親制

度認定通知、児童扶養手当証書、離婚届受理証明書、

調停期日通知書のいずれか１点（コピー可） 
ひとり親である期間 

その他 

災害復旧にあたっている、ま

たは虐待・ＤＶのおそれがあ

るため保育が必要 

必要書類：個別にお問い合わせください 

保育を要する期間 

求職【特例】 
継続的な求職活動を行っ

ているため保育が必要 

申請書裏面の「家庭状況について」で「保育を必要とする

理由」の求職に☑を付けてください。 

３ヶ月以内 

３ヶ月を超えての認定はできません。 

育児休業 

【特例】 

 必要書類：【指定様式】就労証明書・ 

【多摩市様式】復職証明書（復職後） 

育児休業の対象の児童が満１歳に

達して最初に迎える４月末までが対

象期間。 

※【指定様式】・【多摩市様式】の書類は多摩市公式ホームページよりダウンロードできます。 
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該当者のみ必要な書類 

産前産後休暇・育児休業を 

取得している(する予定の)方 
就労証明書（指定様式）（８～1１・１６の欄へ記入） 

個人事業主の方で育児によ

る休業中の方 

※右記のいずれか1点（写） 

【個人事業主用】育児による休業取得証明書 

① 会社の登記事項証明書または個人事業主の開業届 

② 営業許可証 

③ 事業所得が記載されている確定申告の写し(第一表および第二表) 

④ 委託契約書等 

個人事業主の方 

（法人格がなく、会社等に属さな

い就労者、個人事業主の方） 

 

法人格を持たない個人事業主は就労証明書（指定様式）と下記の書類を提出してください。 

●下記の書類を提出できない場合は原則就労要件として審査・認定をすることはできません。 

●A のみしか提出できない場合は原則入所次第就労を開始する内定者として審査・認定を行い

ます。 

 提出依頼書類 

原則 事業所得が記載されており、税務署に申告している直近の確定申告の写し（第

一表および第二表） 

※マイナンバーが入っている場合、マイナンバー部分は黒塗りしてください。 

確定申告の写しが

ない場合 

A,B から 1 つずつ

必須 

A (1)開業届 (2)営業許可証 等 事業の実態がわかるもの 

(事業ホームページ、名刺、事業のパンフレットなども可。) 

B (1)確定申告のための帳簿(直近3ヵ月までのもの) (2)請負契約書 (3)業

務委託契約書 等 事業の収支のわかる書類 

これから個人事業主

になる内定の場合 

A のみ提出必須。B の収入のわかる書類は次年度現況届および継続申請の際

に提出してください。 
 

20歳以上65歳未満の同居

者がいる方 
20歳以上65歳未満の同居者の保育の必要性の事由を証明する書類 

転園希望の方 

① 送付宛名記載用紙（郵送・電子申請の場合のみ必要） 

② 保育所等転所願・年度間期限延長届（多摩市様式） 

③ 児童状況票 

令和7年度は継続入所しな

いことが決まっている方 

（市外転居や、新年度から

幼稚園に通うため等） 

○退所届（子ども・若者政策課窓口、郵送、または電子申請で提出） 

令和6年11月29日（金）までにご提出ください。 

※退所届を提出する場合、継続申請は不要です。 

※退所届の取り下げはできません。 

令和7年1月1日時点で多摩

市に住民票がない場合 

令和7年6月頃に1月1日時点の居住自治体で発行される 

令和7年度市町村民税課税・非課税証明書（写） 

もしくは令和7年度市町村民税納税通知書（写） ※6月以降にご提出ください。 

同居者に手帳等がある場合 その方の手帳の写し（保育料が軽減される可能性があります。） 
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４.受付方法 
 

①きょうだい等が令和７年度４月入所新規申請する場合 

以下の日程で令和７年度に新規で申請するお子さんと一緒に、継続申込書を郵送、または窓口にて提出

することができます。 

新規申請書類と兼ねることができる就労証明書、診断書、税書類（該当者のみ）については、令和7年度

様式で作成し、継続申請の就労証明書・診断書・税書類は令和7年度様式の写しを添付してください。 

 

②保育料の滞納のある方 ※市役所に来庁必須 

世帯の保育料に未納額がある場合は子ども・若者政策課窓口にて、継続の手続きと併せて保育料の納付相談を行います。 

受付期間 
令和 6 年 10 月 21 日（月）～10 月 29 日（火） 

または 11 月 7 日（木）～11 月 29 日（金） 

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝を除く） 

受付場所  子ども・若者政策課（市役所4階）※郵送不可 

提出書類 教育・保育給付認定現況届及び入所継続申請書類 

対象となる方 令和6年8月分までの間に1ヶ月分以上未納の状態がある方 

窓口で手続きしない場合は、入所継続ができない可能性があります。受付の際に、納付誓約（一括支払い

または分納）と児童手当からの充当の手続きが原則必要となります。押印が必要な書類がありますので印鑑を

持参してください。 

※保育料を納付したタイミングによっては、納付データの反映にずれが生じる場合がありますので、9月20日以降に納付をされた

方については、お問い合わせください。 

 

 現在の納付状況については照会可能なので、子ども・若者政策課までお問い合わせください。 

 

 受付期間 受付時間 提出場所 

郵 送 ・ 電 子

申請の場合 

令和６年 10 月 21 日（月）～ 

令和６年 11 月６日（水）消印有効 
 

〒206-8666 関戸６-12-１  

多摩市役所 子ども・若者政策課 

幼児教育・保育担当宛 

窓口の場合 
令和６年 10 月 3０日（水）～ 

令和６年 11 月６日（水） 

9 時～17 時 
（土・日・祝を除く） 

子ども・若者政策課横 

受付スペース（P3 参照） 
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③４月転所（転園）希望の方 

令和６年度の入所継続と同時に他の保育所等に転園を申し込むことが可能です。 

提出方法は子ども・若者政策課へ郵送、電子申請、直接持参のいずれかとなります。※保育園には提出しないようにお願いいたします。 

受付期間 
1次：令和6年10月21日(月)～11月29日(金) 

 ※郵送の場合は必着、電子申請の場合は23:59までに申請完了 

不足書類締切日 4月1次：令和６年11月29日（金）消印有効 

受付場所 

（窓口の場合） 
子ども・若者政策課（市役所4階） 

窓口受付時間 9：00～17：00（土・日・祝を除く） 

提出書類 

※様式は公式ホーム

ページから印刷可 

送付宛名記載用紙(郵送、電子申請者のみ) 

教育・保育給付認定現況届及び入所継続申請書類一式 

保育所等転所願・年度間期限延長届（多摩市様式） 

児童状況票  

育児休業中または個人事業主の方で育児による休業中の特例保育が適用されている児童が転所となっ

た場合は、転所月の翌月1日以前の復職が必要です。 

転所決定後は、いかなる理由があっても在籍している保育所に戻ることができませんのでご注意ください。 

※3歳児クラス以上でおだ認定こども園・認定こども園多摩みゆき幼稚園・認定こども園東京大谷幼稚園に第一希望で転園希望の

場合は、各認定こども園に直接入園希望を出してください。（申込日は各認定こども園に確認してください） 

 
 

④市内・市外認可保育所等に在籍している方 

●郵送と直接持参の場合 

受付期間 令和6年10月21日（月）～11月29日（金）※郵送の場合は必着です 

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝を除く） 

提出書類 教育・保育給付認定現況届及び入所継続申請書類一式 

●在籍保育所等に提出の場合（市内認可保育所等に在籍の場合のみ） 

受付期間 令和6年11月5日（火）～11月12日（火） 

 申請書一式を入れた封筒の表面に、児童名・児童生年月日・施設名を記入し、提出してください。 

※不足書類がある場合は、その旨お申出ください。 

 

⑤令和６年度末で保育所等を退所される方（既に退所を決めている方） 

退所届を郵送・電子申請・窓口にてご提出ください。 

まだ退所が未定の場合は、一旦継続申請をご提出ください。          退所届電子フォーム 
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５.継続お申し込み後の手続きについて 

（１）家庭状況等の申込み内容の変更  

申込み内容に変更があった場合は、市役所子ども・若者政策課に連絡の上、該当の書類を提出してください。

（様式は公式ホームページから印刷できます） 

 変更内容 提出が必要な書類 

家

庭

状

況 

保

育

の

必

要

性

の

事

由 

住所・代表者・氏名・電話番号 給付認定変更届 

家庭状況 

① 同居家族の増減 

② 結婚 

③ 離婚 

④ 離婚を前提とした別居をして、家庭裁判所による離婚調

停を開始した場合 

多摩市子ども・若者政策課に連絡 

（共通）給付認定変更届 

 

※他、状況により必要書類の提出をお願いします。 

保護者の勤務状況 

① 転職 

② 求職からの採用内定または、就労を開始した場合 

③ 勤務先や勤務時間・日数の変更等 

④ 採用内定から勤務開始 

⑤ 保育所等入所後、勤務時間が変わると申請している方 

① 

②   就労証明書（指定様式） 

③  ※個人事業主の場合追加書類（P.4参

照）があります。 

 

④ 就労開始証明書 

⑤ 勤務時間増減確定証明書 

※実際に勤務時間が増えてから提出してください。 

 

申

請

内

容

の

変

更 

仕事を辞めた場合（求職要件に切り替える場合） 給付認定変更届 

① 産前産後休暇・育児休業の取得 

② 個人事業主の方で育児による休業の取得 

① 就労証明書（指定様式） 

② 【個人事業主用】育児による休業取得証明書 

※P.12・13を参照ください。 

① 産前産後休暇・育児休業から復職 

② 個人事業主の方で育児による休業からの復職 

① 復職証明書 

② 復職証明書（個人事業主用）   

その他保育の必要性の事由 多摩市子ども・若者政策課へ連絡 

※状況により、必要書類の提出をお願いします。 

転所の必要がなくなった 取下書 

そ

の

他 

希望園の追加または順位変更 希望保育所等追加変更届 

市町村民税の課税額が変更になったとき 税額が変更になったと分かるもの 

※課税証明書(写) 

確定申告書の第1表・第2表(写) 等 

継続の書類は令和7年4月1日時点の保育の必要性を確認するものです。そのため、入所継続申込書での

申込み内容の変更はできません。令和6年度中に変更があった場合は、別途変更手続きを行ってください。 

【就労証明書や診断書は令和7年度のものであればコピーで令和6年度の変更手続きができます。必ず継続

の書類の提出前にコピーをしておいてください。】 

変更内容により、入所期間や保育料、支給認定が変更になる場合があります。また提出した日付によって、

変更開始日が異なる場合があります。変更が分かり次第速やかに届出をしてください。 
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（2）転所（転園）の希望  

保育所等の転所（転園）を希望する場合は、「保育所等転所願」を提出してください。 

希望保育所等に空きが生じた場合に利用調整を行います。なお、転所決定後の辞退は一切できませんの 

で予めご了承ください。また、転所決定から転所までの間に、保育の必要性等に変更が生じ、指数(指数が 

同位の場合優先順位を含む)が低くなる場合は、退所となることがあります。 

提出書類 ・保育所等転所願(多摩市様式)／ 年度間期間延長届(多摩市様式※希望者のみ) 

・児童状況票（多摩市様式） 

・送付宛名用紙（多摩市様式）（※郵送、電子申請提出の場合必要です） 

提出場所 

（窓口の場合）多摩市役所4階子ども・若者政策課  

（郵送の場合）〒206-8666 関戸６-12-１ 多摩市役所子ども・若者政策課 幼児教

育・保育担当宛 

（電子の場合）多摩市公式ホームページを確認してください。 

受付期限 転所希望月の申込み受付期間 

※育児休業中または個人事業主の方で育児による休業中の特例保育が適用されている児童が転所となった

場合は、転所月の翌月1日以前に復職が必要です。 

※3歳児クラス以上でおだ認定こども園・認定こども園みゆき幼稚園・東京大谷幼稚園に第一希望で転園希

望の場合のみ、各認定こども園に直接入園希望を出してください。（申込日は認定こども園に確認してくだ

さい）継続の書類は、市内保育所等在籍児童と同様に子ども・若者政策課または施設に提出してください。 

（3）傷病等により配慮を要する児童となった場合   

入所後、お子さんが傷病等により、障害者手帳の交付を受けたり、医療的措置が必要となるなど、配慮を

要する児童となった場合、医療機関において集団保育が可能かの確認をしていただき、在籍保育所等及び子

ども・若者政策課に連絡をお願いします。 

 障がいや症状の程度、必要となる保育士の配置等によっては、入所の継続をお受けできないこともありますの

で、ご了承ください。 

（4）市外への転居  

多摩市を転出するが今と同じ保育所等に継続して通所したい場合（転出継続） 
 

 

 

 

 

 

 

 

※多摩市在住中に、転居先の保育所等へ入所申込みをする場合は、『令和7年度入所のしおり』市外保育所等への入

所申込みをご覧ください。 

市外 

転居 

決定 

多摩市での手続き 

①保育所等に転出する旨を連絡 

②住民票の転出手続きを行う 

③子ども・若者政策課に退所届を提出 

 （多摩市民としては退所をする意味） 

 

転居先での手続き 

①転入手続きを行う 

②転居先の役所で、多摩市の 

保育所等への継続入所申請を行う。 

（転出先自治体市民として継続する意味） 

同月内に手続きを必ずしてください 
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4/1 決定園に入所 

待機 

（5）産前産後休暇・育児休業を取得する 

I 育児休業の取得と児童の在籍について【重要】 

第二子以降の出産に伴い仕事を離れる場合は、保育の必要性がなくなるため、在籍児は原則退所となります。ただし以下条件に限

り、特例として第二子以降が満1歳に達して最初に迎える4月末日まで、在籍児の在籍を認めています。 

1 第二子以降の出産のために、保護者が育児休業法に定める育児休業を取得する。 

2 児童が現在の施設に継続して在籍する。 

（例１：弟妹が1歳児クラス4月入所に決定した場合） 

  

 

 

 

 

 

★ 4月末日を超えて育児休業を取得する場合は、在籍児は3月末日をもって退所となります。ただし、在籍児が5歳児クラスま

たは第二子以降が待機児童となっている場合は除く。（例2参照） 

（例２：弟妹が4月入所保留になった場合） 

  

 

 

 

 

 

  

※ 保護者が同時に育児休業を取得する場合は両親それぞれの育児休業の記載のある就労証明書の提出と、復職した際は復職証

明書が必要です。また、育児休業の対象となっている子が入所決定した場合、両親ともに入所月の翌月１日までに復職する必要があ

ります。 

※ 個人事業主の方で育児による休業中の方につきましては、個人事業にて仕事をしている旨の書類・【個人事業主用】育児による      

休業取得証明書を提出していただくと、上記の特例を利用することができます。 

Ａ園に在籍 

令和 7.11.1 

満一歳 
令和 6.11.1

第二子以降誕生 

令和６.11.1 生まれ 

産休・育休期間 

（復職）★ 

育休（延長） 
弟妹 

兄姉 

令和 8.3.31 

②Ａ園に在籍 ① 

弟
妹
入
所
・
育
休
終
了 

令和 8 年 5 月 1 日までに復職する場合は、

在籍児は継続して在籍することができます。 

 

Ａ園に在籍 

産休・育休期間   

 

弟妹 

兄姉 

育休（延長） 

Ａ園に在籍 

弟
妹
入
所
保
留 

令和 6.11.1 生まれ （育休延長等） 

令和８.4.30        

満一歳を迎えた最初の 4 月 

 

令和８.4.30        

満一歳を迎えた最初の 4 月 

 

令和 8.3.31 令和 7.11.1 

満一歳 

令和 6.11.1

第二子以降誕生 



11 

 

Ⅱ 提出書類 

第二子以降の出産に伴い産前産後休暇・育児休業を取得する場合は、産前産後休暇・育児休業期間

に記載のある就労証明書を新たにご提出ください。 

育児休業取得中は、支給認定の保育の必要性の事由が育児休業に変更になります。 

仕事に復職した場合は、復職後2週間以内に復職証明書をご提出ください。 

 

① -1 産前産後休暇・育児休業を取得する場合 

提出書類 就労証明書（指定様式） 

様式が取得 

できる場所 

多摩市役所4階子ども・若者政策課 

多摩市公式ホームページ 

提出期限 取得が分かった日から2週間以内 

受付場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課（郵送可） 

 

① -2 個人事業主の方で育児による休業を取得する場合 

提出書類 【個人事業主用】育児による休業取得証明書（多摩市様式）と個人で事業

を営んでいる事が分かる書類 

取得場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課 

多摩市公式ホームページ 

提出期限 育児による休業することが分かった日から2週間以内 

提出場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課（郵送可） 

※個人で事業を営んでいる事が分かる書類の提出がなかった場合については、要件を出産要件などに変更していただくことになります。 

 

※育児休業中または個人事業主の方で育児による休業中の特例保育が適用されている児童が転所希望して転所した場

合、転所の翌月1日以前に育児休業を取得した事業所に復職していただくことになります。申請の際はご注意ください。 

 

②-1 産前産後休暇・育児休業から復帰する場合 

提出書類 復職証明書（多摩市様式） 

取得場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課・多摩市公式ホームページ 

提出期限 復職後2週間以内 

提出場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課（郵送可） 

※育児休業を取得した事業所に復職できない場合や復職後2週間以内に復職証明書が提出できない場

合は原則、退所となります。 
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②-2 個人事業主の方で育児による休業から復帰する場合 

提出書類 復職証明書（個人事業主用）（多摩市様式） 

取得場所 
多摩市役所4階子ども・若者政策課 

多摩市公式ホームページ 

提出期限 復職後2週間以内 

提出場所 多摩市役所4階子ども・若者政策課（郵送可） 

※育児による休業に入る前の事業所に復職できない場合や復職後2週間以内に復職証明が提出できない場合は退所となります。 

 

（６）保育所等の退所 

保育所等を退所する場合は、入所審査の空き枠確保の観点から、退所する月の20日（土日祝日の場合

は翌開庁日）までに速やかに「保育所等退所届」を提出してください。 

なお、急な引っ越しや転勤等やむを得ない事情等がある場合には、退所する月の月中まで退所の手続きは可

能です。待機されている方の空き枠確保の観点から、早めの提出にご協力をお願いします。 

退所する月中に提出がないと、翌月の保育料を納めていただくことになります。 

※退所の取下げはいかなる場合もできません。 

 

 

※郵送または電子申請で退所届を提出された場合は、確認のため子ども・若者政策課より

お電話をさせていただく場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 保育所等退所届（多摩市様式） 

取得場所 
多摩市役所4階子ども・若者政策課 

多摩市公式ホームページ 

受付場所 多摩市役所 4 階子ども・若者政策課（郵送、電子申請可※） 
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５.保育料について 

令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化と令和５年 10 月からの第 2 子無償化により、認可保

育所・認定こども園（２号）に通っている３歳児～５歳児クラスの児童と第 2 子以降の児童については、

保育料が無償です。（無償化の場合の通知については P3 参照） 

（１）保育料の決定方法（0～２歳児の第 1 子向け） 

特定教育・保育に係る利用者負担額（以下、保育料という）は、各世帯の市町村民税所得割課税額・

子どものクラス年齢及び保育時間により決定します。 
※所得割額を計算する場合には、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、配当所得の控除、住宅借入金等特別税額控除を適用しません。 

市町村民税所得割課税額は、基本的に父母の合計で決定しますが、父母が非課税で同居者がいる場合は、同

居者のなかで市町村民税所得割課税額が一番高い一人の金額（家計の主宰者）で保育料を決定します。 

「利用者負担額（保育料）基準額表」については、０～２歳の第１子の場合、保育料決定時に同封します。 

▼保育料は年に２回切り替えがあります。 

保育料 算定する年度 決定時期 

４～８月分（前期） 令和5年度市町村民税所得割課税額 ４月中旬（予定） 

９～３月分（後期） 令和6年度市町村民税所得割課税額 ９月中旬（予定） 

（２）保育料の算定方法について（兄弟姉妹がいる場合） 

令和元年 9 月以前の保育料算定方法は、未就学児の中での順位により保育料を決定していましたが、令

和元年 10 月の「幼児教育・保育無償化」後から、東京都の補助制度により 0～２歳児の保育料算定時の

年齢制限が撤廃され、実際のきょうだい数での算定となっています(都の補助が継続する場合に限ります)。 

※3 歳～5 歳児の算定方法は従来通りのため、未就学児で年上のきょうだいのいない３～５歳児の子を算定する時は第１子扱いになります。 

（３）保育料の納付方法（0～２歳児の第 1 子向け） 

保育料は、入所月の中旬頃に通知します。納付期限は当月末です。 

※毎月1日現在、保育所等に在籍している児童については、通所の有無にかかわらず、当月分の保育

料を納めていただきます。 
 

①  認可保育所に通所される方 

原則、保護者名義の口座振替による納付をお願いします。 

（口座振替依頼書は、利用調整結果通知に同封しています。） 

※特別な事由により、口座振替ができない場合は、納付書での納付も可能です。 

口座振替納付 
市内に本・支店のある金融機関に、預金口座振替依頼書を提出すると、手続きをした翌

月分から、毎月、保育料が引き落とされます。 

取扱金融機関 
みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、多摩信用金

庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行 

 

②  認可保育所以外の保育所等に通所される方 

通所される認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業に直接納付して

ください。※納付方法等は、施設に確認してください。 
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（４）保育料を滞納した場合（0～２歳児向け） 

保育料を滞納すると、督促状の送付に始まり、保育園を通じての納付催告、地方税法の例により差押

等の滞納処分を行うことがあります。納め忘れのないようにお願いします。 

保育料は、保育所等の認可施設運営にとって重要な財源です。しかし近年滞納の額の増加が深刻な

状況になっています。保育料に滞納のある世帯については、指数の減算（－16）を行うため、転所や兄

弟姉妹の利用調整において不利になります。 

また、認定こども園や、地域型保育施設は施設への直接納付となりますが、施設運営の把握をするた

め、施設へ納付状況を確認することがあります。 

 

（５）保育料減免制度について（全年齢向け） 

激甚な災害等により甚大な被害を受けた・里親に委託された場合は、保育料の決定をＢ階層に適用し

ます。また、転職などにより給与が前年の平均収入月額より２割以上低下の場合は保育料の階層を１階

層低位に適用します（保護者等が育休中の場合は減免が必要であると市長が認めるときに限ります）。

該当する場合、提出書類がありますのでご相談ください。 

（６）市町村民税所得割課税額が変わった場合（全年齢向け） 

税の変更申請により、市町村民税所得割課税額に変更が生じた場合は保育料が変わる場合がありま

す。そのため、税額変更を証明する書類を提出してください。 

※同居者で身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している方がいる場合、保

育料が下がる場合があります。そのため、手帳の写しを提出してください（既にご提出いただいている場

合は再度の提出は不要です）。 

（７）政令指定都市所得割額について（全年齢向け） 

平成30年度から都道府県から指定都市への税源移譲に伴い、政令指定都市のみ、市町村民税の税

率が6％から8％に変更となりました(多摩市は変わらず6%です)。このことに伴い、各年の１月１日時点に

おいて政令指定都市に住んでいた場合の保育料決定につきましては、多摩市での市民税の税率6％として

計算いたします。 

（８）給食費について（3～5歳児クラス向け） 

３歳児クラス以降の保育料については無償となりますが、給食費が保護者様の負担となります。 

しかし、年収360万円未満相当世帯の方と、保育料無償化以前に従来決定していた保育料と無償化後の

給食費の負担額を比べて保護者が負担する金額が逆に高くなってしまう世帯の方(無償化以前の保育料決定

にて保育料7,500円以下で決定する世帯)は、給食費の免除対象になります。 

この算定に市区町村民税所得割の額を使用します。こちらの算定は、従来の保育料決定時期と同様に、4～8

月分、9月～3月分で行います。対象者には別途通知でお知らせします。 
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７.よくある質問 

就労条件について   

人材派遣会社のＡ社に登録していて、派遣社員としてＢ社に勤務しています。就労証明書はＢ社で記入し

てもらうのでしょうか？ 

派遣社員の方については、必ず派遣元（Ａ社）に作成を依頼してください。 

派遣先での就労期間が申請時点より未来の日付であり、派遣予定の就労証明書の場合には、保育要

件を「内定」として取り扱い、審査します。 

また、提出する就労証明書の「（雇用契約の）満了後の更新の有無欄が「無」または「未定」の場合、

契約更新ごとに、新たな派遣期間が記載された契約書（写）または就労証明書を提出してください。 

 

3月末で仕事を辞めることになりましたが、入所継続はできないのですか？ 

仕事を探すため週12時間以上の外出を常態とする方は、「求職」の要件で入所継続申込み可能です。

また、就労先が内定している方で、「就労証明書」を提出された場合は、「内定」としての申込みとなります。 

なお、「求職中」で入所継続となった場合、3ヶ月間の期限付き入所継続となります。仕事を辞めてから3ヶ

月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することで、引き続き在籍することが可能になります。求職の方

は入所した月の翌々月15日までに就労証明書を提出、就労内定の方は内定した時点で「就労証明書」を

提出してください。就労を開始してから原則２週間以内に「就労開始証明書」をご提出いただけない場合

は、期限月末をもって退所となります。  

 

昨年の入所継続手続き時点で働いていましたが、令和6年10月に仕事を辞めてしまいました。まだ給付認

定変更届は出していませんが、今回の入所継続の手続きで求職と申請すれば、求職に変更できますか？ 

今回の入所継続手続きは、令和7年4月1日時点の保育の必要性を確認するものです。令和6年10月

時点で既に仕事を辞めた場合は、令和6年度の保育の必要性がなくなるため、速やかに「給付認定

変更届」を提出し、保育の必要性の事由を就労から「求職（保育期間3ヶ月）」に切り替えてください。その

3ヶ月間で仕事に就いていただくことが継続して在籍することの条件になります。 

理由なく届出がない場合や、確認時点で保育の要件がなかったことが判明した場合、退所となります。ご

注意ください。 

 

職場が変わったり会社名が変更となった場合も手続きが必要ですか？ 

はい。新しい職場の就労証明書（指定様式）をご提出ください。 
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出産・育児休業について   

 出産のため育児休業を取得します。どのような手続きが必要ですか？ 

産前産後休暇、育児休業を取得される場合は改めて就労証明書（指定様式）のご提出が必要で  

す。産前産後休暇の間は引き続き「就労」での認定となりますが、①育児休業法に基づく育児休業を取得

し、②現施設に継続して在籍する場合に限り、下の子が満1歳に達して最初に迎える4月末日まで、上の

子の在籍を認めています。その場合、保育の必要性の事由は『育児休業』となりますので、就労証明書また

は育児休業取得証明書をご提出ください。また、復職後は復職証明書（多摩市様式）をご提出ください。 

第二子以降の出産に伴い仕事を離れる場合、在籍児童は退所しなければいけないのでしょうか？ 

事業所から給与が支給される産前産後休暇の期間については、退所不要です。（育児休業法に定める

育児休業を取得される場合は上記参照） 

また、個人事業主として就労しており、育児による休業を取得する場合①個人事業にて仕事をしている

旨の書類を提出し、②現施設に継続して在籍する場合③開業して1年以上④養育する子どもが1歳6ヶ

月以内の条件全てを満たす場合に限り、下の子が満1歳に達して最初に迎える4月末日まで、上の子の在

籍を認めています。その場合、保育の必要性の事由は『育児休業』となりますので、個人事業主の方は【個

人事業主用】育児による休業取得証明書と個人で事業を営んでいることが分かる書類をご提出ください。ま

た、復職後は復職証明書（個人事業主用）をご提出ください。場合により、就労証明書を求めることがあり

ます。 

パート就労等で、産前産後休暇や育児休業の制度がなく仕事を一旦辞める場合または個人事業にて

仕事をしている旨の書類の提出がない等の場合は、「給付認定変更届」の提出により、保育の必要性の

事由を「出産」に変更していただくことで、出産予定月とその前後2ヶ月の計5ヶ月間については継続して在籍

することが可能です。 

 

登園と保育料について    

 下の子の出産で里帰りしていたため、ほとんど登園しなかったが、退所になりますか？またその間の保育料の

割引き等はありますか？ 

2ヶ月間連続して保育所等に登園しない場合は、退所となりますので、ご注意ください。また、保育料の

割引き等はありません。1日も登園しない場合や月の途中で退所する場合でも、1ヶ月分の保育料を納付し

ていただきます。保育料は、月単位での支払いです。 

 

 

継続利用調整結果について  

 入所継続申込みをしましたが、利用調整結果はいつ頃、どのように連絡が来ますか？ 

入所継続についての通知は行いません。書類不備等ありましたら、市から保護者の方へご連絡いたします。 
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お問い合わせ・郵送先 

その他  

転居しましたが、どのような手続きをすれば良いですか？ 

市内転居の場合 

在籍する施設・市民課での手続きに加え、子ども・若者政策課で「給付認定変更届」等の手続きが必要で

す。変更届提出から原則１ヶ月以内に新住所記載の「施設型給付費・地域型給付費等 給付支給認定

証」を送付します。 

多摩市内から市外へ転出する場合 

在籍する施設・市民課での手続きに加え、子ども・若者政策課でも転出の手続きをお願いします。市外に転

居した場合、多摩市からの教育・保育給付認定は受けられなくなります。転出後も保育所・幼稚園等へ在

籍する場合は転出先の自治体でも手続きが必要となります。 
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